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(57)【要約】
【課題】　鋳片の浸炭を防止するとともに、モールドフ
ラックスの溶融速度を適正範囲内とすることができる連
続鋳造用モールドフラックスを提供する。
【解決手段】　本発明は、カーボン粒子を含有していな
い連続鋳造用モールドフラックスであって、基材粒子及
び炭化物粒子を有する。炭化物粒子は、Ｓｉ、Ｂ、Ａｌ
、Ｔｉ、Ｚｒ及びＶの群から選択される少なくとも１種
の炭化物で形成された粒子である。炭化物粒子の平均粒
径を２０μｍ以上とするか、基材粒子の平均粒径を２０
０μｍ以上とする。基材粒子の平均粒径（Ｒ）に対する
炭化物粒子の平均粒径（ｒ）の比（平均粒径比ｒ／Ｒ）
は、０．１００以下である。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カーボン粒子を含有していない連続鋳造用モールドフラックスであって、
　基材粒子と、
　Ｓｉ、Ｂ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｚｒ及びＶの群から選択される少なくとも１種の炭化物で形成
された炭化物粒子と、を有し、
　前記炭化物粒子の平均粒径は２０μｍ以上であり、
　前記基材粒子の平均粒径に対する前記炭化物粒子の平均粒径の比が０．１００以下であ
る、
ことを特徴とする連続鋳造用モールドフラックス。
【請求項２】
　前記炭化物粒子の含有量は、１００質量％の前記基材粒子に対して０．１～１０質量％
であることを特徴とする請求項１に記載の連続鋳造用モールドフラックス。
【請求項３】
　前記炭化物粒子の平均粒径が５０μｍ以上であることを特徴とする請求項１又は２に記
載の連続鋳造用モールドフラックス。
【請求項４】
　カーボン粒子を含有していない連続鋳造用モールドフラックスであって、
　基材粒子と、
　Ｓｉ、Ｂ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｚｒ及びＶの群から選択される少なくとも１種の炭化物で形成
された炭化物粒子と、を有し、
　前記基材粒子の平均粒径は２００μｍ以上であり、
　前記基材粒子の平均粒径に対する前記炭化物粒子の平均粒径の比が０．１００以下であ
る、
ことを特徴とする連続鋳造用モールドフラックス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、連続鋳造において、鋳型内の溶鋼に添加される連続鋳造用モールドフラック
スに関する。
【背景技術】
【０００２】
　鋼の連続鋳造では、主に、鋳型及び凝固シェルの間の潤滑性を担保する目的として、鋳
型内の溶鋼の上面にモールドフラックス(モールドパウダーともいう)が添加される。
【０００３】
　特許文献１に記載の連続鋳造パウダーでは、パウダーマトリックス中において、鋳型内
溶鋼温度よりも高い融点を有する化合物粒子（炭化物等）と、金属粒子とを含有している
。そして、特許文献１では、エッジシームの発生を防止することを目的としている。
【０００４】
　特許文献２に記載の連続鋳造用フラックスでは、フラックス材に対して、溶融速度調整
材として、ＳｉＣ粉末、粉末金属Ｓｉ、細粒カーボン及び粗粒カーボンのうちの１種又は
２種以上を添加している。そして、特許文献２では、フラックスの溶融速度をコントロー
ルすることと、カーボン粒子の添加量を低減することを目的としている。
【０００５】
　特許文献３に記載の連続鋳造用鋳型添加剤では、炭素粒子の含有量が３．０重量％以下
で、母材粒子より体積平均粒径の小さい炭化物粒子を０．５～１０重量％含有している。
また、炭素粒子を実質的に含有せず、炭化物粒子を１．０～１０重量％含有している。そ
して、特許文献３では、溶鋼への加炭や鋳片表面層への浸炭を防ぐことを目的としている
。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１５－２１３９４３号公報
【特許文献２】特開２００３－０５３４９７号公報
【特許文献３】特開平１－２８４４６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　モールドフラックスにカーボン粒子が含まれていると、鋳片の表層に浸炭が発生するお
それがある。ここで、鋳片に浸炭が発生すると、連続鋳造を終えた鋳片を冷えないうちに
熱間圧延工程に搬送する場合において、特に問題となる。一方、浸炭が発生するメカニズ
ムとしては、以下に説明する２つのメカニズムが考えられる。
【０００８】
　第１のメカニズムでは、鋳型のオシレーション時に、未燃のカーボン粒子がスラグベア
に取り込まれた後、スラグベアが凝固シェルに直接接触することにより、スラグベアに取
り込まれたカーボン粒子によって浸炭が発生する。第２のメカニズムでは、オシレーショ
ンマークが形成されるときに、溶鋼がオーバーフローして未燃のカーボン粒子と直接接触
することにより、浸炭が発生する。
【０００９】
　特許文献１に記載の実施例１では、パウダーマトリックス中に２．７質量％のカーボン
が含まれている通り、鋳片の浸炭については課題としていない。
【００１０】
　一方、特許文献２では、浸炭に着目して、カーボン粒子の添加量を低減するようにして
いるが、フラックスの溶融速度をコントロールするために、カーボン粒子を使用している
。しかし、さらなる品質改善の要求等により、浸炭を防止することが望まれていた。
【００１１】
　さらに、特許文献３では、加炭・浸炭に着目して炭素粒子を実質的に含有させないよう
にしているが、炭素粒子を、母材粒子より体積平均粒径の小さい炭化物粒子に置換してい
るのみであり、モールドフラックスに求められる溶融速度調整効果には改善の余地があっ
た。すなわち、特許文献３に記載の連続鋳造用鋳型添加剤では、母材粒子の体積平均粒径
が５０μｍであり、炭化物粒子（炭化ケイ素粒子）として、体積平均粒径が０．４５～５
μｍや１０．２μｍ（実施例）といった超微粒子を用いているため、母材粒子及び炭化物
粒子の体積平均粒径が共に小さい場合には、特許文献３に記載の発明を適用可能であるが
、母材粒子や炭化物粒子の粒径が大きい場合には、特許文献３に記載の発明を適用するこ
とが困難である。
【００１２】
　ここで、一般に炭化物粒子の粒径が小さいほど、炭化物粒子が基材粒子の周囲を取り囲
みやすくなり、溶融速度調整効果が大きくなるところ、例えば基材粒子の平均粒径が特許
文献３のように５０μｍであるとき、炭化物粒子の平均粒径が２０μｍ以上になると、基
材粒子同士の接触面が生じやすくなる。接触面からの溶融が溶融速度を律速するところ、
平均粒径が２０μｍ以上の炭化物粒子のみで基材粒子同士の接触を防ぐことが困難になる
ため、炭化物粒子だけでなくカーボンブラック等の微細なカーボン粒子を添加しなくては
溶融速度を所望の範囲まで低下させることが困難になる。
【００１３】
　また、基材粒子の粒径が大きいほど、凝着から溶融完了までの時間が長くなり、カーボ
ン粒子や炭化物粒子を添加しても溶融速度が変化しづらいと考えられる。例えば、基材粒
子の平均粒径が２００μｍ以上になると、溶融速度を所望の範囲まで低下させることが困
難になる。
【００１４】
　以上の通り、基材粒子及び炭化物粒子の粒径が共に小さい場合には、カーボン粒子を含
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有させずにモールドフラックスの溶融速度を適正範囲内に調整しうると考えられるが、基
材粒子や炭化物粒子の粒径が大きい場合には、上記事情により、カーボン粒子の有無によ
らず、モールドフラックスの溶融速度を適正範囲内に調整することが困難であった。
【００１５】
　本発明者等は、モールドフラックスを構成する基材粒子の平均粒径と、モールドフラッ
クスを構成する炭化物粒子の平均粒径との比に着目したところ、基材粒子や炭化物粒子の
粒径が大きい場合であっても、カーボン粒子を用いずに、モールドフラックスの溶融速度
を適正範囲内に調整できることが分かり、本発明を完成するに至った。そして、本発明の
目的は、鋳片に浸炭が発生することを防止するとともに、モールドフラックスの溶融速度
を適正範囲内に調整することができる連続鋳造用モールドフラックスを提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、カーボン粒子を含有していない連続鋳造用モールドフラックスであって、基
材粒子及び炭化物粒子を有する。炭化物粒子は、Ｓｉ、Ｂ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｚｒ及びＶの群
から選択される少なくとも１種の炭化物で形成された粒子であり、平均粒径が２０μｍ以
上である。そして、基材粒子の平均粒径に対する炭化物粒子の平均粒径の比（平均粒径比
）は、０．１００以下である。
【００１７】
　炭化物粒子の含有量は、１００質量％の基材粒子に対して０．１～１０質量％とするこ
とができる。
【００１８】
　また、炭化物粒子の平均粒径は、５０μｍ以上とすることができる。
【００１９】
　さらに、本発明は、カーボン粒子を含有していない連続鋳造用モールドフラックスであ
って、基材粒子及び炭化物粒子を有する。基材粒子は、平均粒径が２００μｍ以上である
。炭化物粒子は、Ｓｉ、Ｂ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｚｒ及びＶの群から選択される少なくとも１種
の炭化物で形成された粒子である。そして、基材粒子の平均粒径に対する炭化物粒子の平
均粒径の比（平均粒径比）は、０．１００以下である。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、連続鋳造用モールドフラックスにカーボン粒子が含有されていないた
め、カーボン粒子によって鋳片に浸炭が発生することを防止できる。また、平均粒径比を
所定の範囲とすることにより、モールドフラックスの溶融速度を適正範囲内に調整するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本実施形態のモールドフラックスにおいて、基材粒子及び炭化物粒子の分散状態
を示す図である。
【図２】本実施形態のモールドフラックスにおいて、一部の基材粒子が溶融した状態を示
す図である。
【図３】鋳型内において、溶鋼、凝固シェル、溶融層及び粉体層の状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本実施形態は、連続鋳造において、鋳型内の溶鋼に添加されるモールドフラックスであ
り、図１に示すように、基材粒子及び炭化物粒子を混合したものである。基材粒子は、図
２に示すように他の基材粒子との接触部分から溶融を開始するが、図１に示すように基材
粒子の周囲を取り囲むように炭化物粒子を分散させることにより、基材粒子同士の接触を
抑制して基材粒子の溶融を遅延させることができる。すなわち、炭化物粒子は、基材粒子
の溶融速度を調整する溶融速度調整材として用いられる。
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【００２３】
　本実施形態のモールドフラックスは、カーボン粒子を含有していない。一般的には、溶
融速度調整材としてカーボン粒子が用いられることがあるが、このカーボン粒子は、鋳片
の浸炭を発生させる要因となるため、本実施形態のモールドフラックスでは用いていない
。したがって、本実施形態のモールドフラックスを用いれば、鋳造された鋳片に浸炭が発
生することを防止できる。
【００２４】
　モールドフラックスにカーボン粒子が含まれているとき、鋳片に浸炭が発生する現象は
、溶鋼の湯面変動が大きくなる高速鋳造において、特に顕在化しやすくなる。すなわち、
溶鋼の湯面変動が大きいほど、モールドフラックスに含まれる未燃のカーボン粒子が凝固
シェルや溶鋼に接触しやすくなり、鋳片に浸炭が発生しやすくなる。本実施形態では、モ
ールドフラックスにカーボン粒子が含まれていないため、高速鋳造を行っても浸炭が発生
することは無い。なお、本実施形態における鋳造速度は特に限定するものではないが、例
えば、５ｍ／ｍｉｎ以下、３．５ｍ／ｍｉｎ以下又は２ｍ／ｍｉｎ以下とすることができ
る。
【００２５】
　基材粒子としては、公知の成分組成を有する粒子を用いることができる。例えば、基材
粒子の主成分としては、ＣａＯ、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、Ｎａ２Ｏなどの酸化物が挙げら
れ、ＣａＦ２などのフッ化物を含んでいてもよい。各成分の質量％は適宜決めることがで
きる。炭化物粒子は、ケイ素（Ｓｉ）、ホウ素（Ｂ）、アルミニウム（Ａｌ）、チタン（
Ｔｉ）、ジルコニウム（Ｚｒ）及びバナジウム（Ｖ）の群から選択される少なくとも１種
の炭化物で形成された粒子である。
【００２６】
　本実施形態の一態様において、基材粒子の平均粒径Ｒは２００μｍ以上である。基材粒
子の平均粒径Ｒの上限は特に限定しないが、例えば５００μｍである。この場合において
、炭化物粒子の平均粒径ｒは、後述する平均粒径比ｒ／Ｒの範囲（０．１００［－］以下
）を満たすように特定される。
【００２７】
　本実施形態の一態様において、炭化物粒子の平均粒径ｒは２０μｍ以上である。また、
炭化物粒子の平均粒径ｒを５０μｍ以上とすることができる。炭化物粒子の平均粒径ｒの
上限は特に限定されない。この場合において、基材粒子の平均粒径Ｒは、後述する平均粒
径比ｒ／Ｒの範囲（０．１００［－］以下）を満たすように特定される。
【００２８】
　炭化物粒子の平均粒径ｒは、基材粒子の平均粒径Ｒよりも小さく、平均粒径Ｒに対する
平均粒径ｒの比（以下、平均粒径比ｒ／Ｒという）は、０．１００［－］以下である。平
均粒径比ｒ／Ｒを０．１００以下とすることにより、後述するように、モールドフラック
スの溶融速度を適正範囲内に調整することができる。
【００２９】
　上述した平均粒径とは、レーザー回折・散乱法により測定した対象粒子（基材粒子又は
炭化物粒子）の粒度分布において、頻度の累積が５０％であるときの粒子径（すなわち、
粒子径の中央値)である。ここで、炭化物粒子の平均粒径ｒ、基材粒子の平均粒径Ｒは、
それぞれ直径を意味している。平均粒径Ｒを測定するときには、炭化物粒子と混合する前
の基材粒子を用いればよい。また、平均粒径ｒを測定するときには、基材粒子と混合する
前の炭化物粒子を用いればよい。
【００３０】
　モールドフラックスの溶融速度は適正範囲内とすることが好ましいが、この溶融速度は
、平均粒径比ｒ／Ｒに依存することが分かった。この点について、以下に説明する。
【００３１】
　まず、モールドフラックスの溶融速度を適正範囲内とすることの意義について、図３を
用いながら説明する。図３は、鋳型内において、溶鋼、凝固シェル、溶融層及び粉体層の



(6) JP 2020-171966 A 2020.10.22

10

20

30

40

50

状態を示す。図３において、鋳型にはタンディッシュ（不図示）からの溶鋼が供給されて
おり、鋳型による溶鋼の冷却によって凝固シェルが形成される。溶鋼の上面にモールドフ
ラックスが添加されることにより、溶鋼の上面には、モールドフラックスの溶融によって
形成された層（以下、溶融層という）と、溶融していないモールドフラックスの層（以下
、粉体層という）とが存在する。ここで、溶融層は溶鋼に接触しており、溶融層の上方に
粉体層がある。
【００３２】
　モールドフラックスの溶融速度が高すぎると、モールドフラックスの粉体状態から溶融
状態への変化が進行しすぎて粉体層が消失しやすくなり、粉体層による溶鋼の保温性が低
下してしまう。一方、モールドフラックスの溶融速度が低すぎると、溶融層が薄くなるこ
とにより、溶融したモールドフラックスが鋳型及び凝固シェルの間に流入しにくくなり、
鋳型及び凝固シェルの間の潤滑性が低下してしまう。これらの点を考慮すると、モールド
フラックスの溶融速度は適正範囲内に調整する必要がある。
【００３３】
　次に、平均粒径比ｒ／Ｒがモールドフラックスの溶融速度に与える影響について、以下
に説明する。
【００３４】
　基材粒子の単位質量あたりの粒子数Ｎｂ１は、下記式（１）で表される。
【００３５】
【数１】

【００３６】
　上記式（１）において、Ｎｂ１は、基材粒子の単位質量あたりの粒子数［個／ｇ］であ
り、ρｂは、基材粒子の平均密度［ｇ／μｍ３］であり、Ｒは、基材粒子の平均粒径［μ
ｍ］である。ここで、１個の基材粒子の表面積を４π（Ｒ／２）２（Ｒは基材粒子の平均
粒径）とすると、基材粒子の単位質量あたりの表面積Ｓｂ１は、下記式（２）で表される
。
【００３７】
【数２】

【００３８】
　上記式（２）において、Ｓｂ１は、基材粒子の単位質量あたりの表面積［μｍ２］であ
る。ρｂ及びＲは、上記式（１）と同じである。
【００３９】
　図１に示すように、炭化物粒子は基材粒子の表面上に存在するが、１個の炭化物粒子が
基材粒子の表面を被覆するときの面積（炭化物粒子の投影面積）はπ（ｒ／２）２（ｒは
炭化物粒子の平均粒径）とみなすことができる。１００質量％の基材粒子に対して、密度
ρｃの炭化物粒子をＸ質量％だけ添加したとき、炭化物粒子の単位質量あたりの粒子数Ｎ
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ｂ２は下記式（３）で表され、炭化物粒子が基材粒子の表面を被覆するときの面積は、下
記式（４）で表される。
【００４０】
【数３】

【００４１】
　上記式（３）において、Ｎｂ２は炭化物粒子の単位質量あたりの粒子数［個］である。
上記式（４）において、Ｓｂ２は基材粒子を覆う炭化物粒子の面積［μｍ２］である。上
記式（３），（４）において、ρｃは炭化物粒子の密度［ｇ／μｍ３］であり、ｒは炭化
物粒子の平均粒径［μｍ］である。
【００４２】
　上記式（２），（４）によれば、炭化物粒子の含有量がＸ質量％であるとき、基材粒子
の表面が炭化物粒子によって被覆される割合ＲＳ［％］は、下記式（５）で表される。
【００４３】
【数４】

【００４４】
　上記式（５）について、基材粒子及び炭化物粒子は実際には粒度分布を有するため、割
合ＲＳは実測値としての割合ＲＳと完全に一致しないが、上記式（５）によれば、基材粒
子を被覆する炭化物粒子が基材粒子の溶融速度を遅延させる効果を大まかに把握すること
ができる。上記式（５）によれば、平均粒径比ｒ／Ｒが小さいほど、割合ＲＳが高くなり
、炭化物粒子によって基材粒子の溶融速度を遅延させる効果が高くなることが分かる。
【００４５】
　上述した理由によれば、平均粒径比ｒ／Ｒを調整することにより、モールドフラックス
の溶融速度を調整できることが分かる。具体的には、上述したように、平均粒径比ｒ／Ｒ
を０．１００以下とすることにより、モールドフラックスにカーボン粒子を添加しなくて
も、モールドフラックスの溶融速度を適正範囲内に調整することができる。
【００４６】
　また、平均粒径比ｒ／Ｒが小さい方が、炭化物粒子が基材粒子の周囲を取り囲み易くな
るため、平均粒径比ｒ／Ｒは、０．０５０以下が好ましく、０．０２５以下がさらに好ま
しい。
【００４７】
　平均粒径比ｒ／Ｒの下限値は特に限定されない。但し、基材粒子の平均粒径Ｒおよび炭
化物粒子の平均粒径ｒについて、それぞれ市場で入手可能な範囲内で、前記の平均粒径比
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ｒ／Ｒの下限値を設定することが好ましい。
【００４８】
　ここで、炭化物粒子の平均粒径ｒが２０μｍ以上であっても、平均粒径比ｒ／Ｒが０．
１００以下になるように基材粒子の平均粒径Ｒを調整すれば、炭化物粒子によって基材粒
子の周囲を被覆することが可能であり、ひいてはモールドフラックスの溶融速度を調整す
ることが可能である。特に、炭化物粒子の平均粒径ｒが５０μｍ以上である場合、平均粒
径比ｒ／Ｒが上記範囲（０．１００以下）を満たさない場合には溶融速度の調整が困難で
あるため、本実施形態は、特に炭化物粒子の平均粒径ｒが５０μｍ以上である場合に有効
である。
【００４９】
　例えば、特許文献３のように、カーボン粒子を含有せず、炭化物粒子を１．０～１０質
量％含有するモールドフラックスを用いたとしても、基材粒子の平均粒径Ｒ及び炭化物粒
子の平均粒径ｒの関係によってはモールドフラックスの溶融速度を適切な範囲に調整する
ことができず、溶融層が肥大化してしまう場合がある。例えば、特許文献３に記載の実験
１では、基材粒子の体積平均粒径（本実施形態の平均粒径Ｒに相当する）が４６．６μｍ
であり、炭化ケイ素粒子の体積平均粒径（本実施形態の平均粒径ｒに相当する）が１０．
２μｍである。この場合の平均粒径比ｒ／Ｒは０．２２［－］であり、本発明で規定する
平均粒径比ｒ／Ｒの範囲（０．１００以下）を逸脱しており、溶融速度を遅延させる効果
には改善の余地がある。
【００５０】
　従来、モールドフラックスの製造において、平均粒径比ｒ／Ｒは着目されておらず、基
材粒子の粒径に着目したり、基材粒子の粒径を設計変更したり、ということはされてこな
かった。本発明は、平均粒径比ｒ／Ｒに着目し、平均粒径比ｒ／Ｒが所定範囲内であれば
所望の溶融速度調整効果が得られるとして、新規なモールドフラックスの設計方法を提供
するものでもある。
【００５１】
　モールドフラックスにおける炭化物粒子の含有量は、１００質量％の基材粒子に対して
０．１～１０質量％とすることが好ましい。炭化物粒子の含有量（外数）が１０質量％よ
りも高い場合には、基材粒子に対して炭化物粒子が占める量が多くなり、モールドフラッ
クスが溶融した後の成分が変化して、モールドフラックスの性能を担保しづらくなる場合
がある。
【００５２】
　一方、炭化物粒子の含有量（外数）が０．１質量％よりも低い場合には、基材粒子の周
囲を取り囲む炭化物粒子が少ないため、基材粒子同士の接触を抑制して基材粒子の溶融を
遅延させにくくなる。
【００５３】
　なお、炭化物粒子のコストを下げる上では、炭化物粒子の含有量は、上述した数値範囲
（０．１～１０質量％）内において、少ないほうが好ましい。
【実施例】
【００５４】
　ＣａＯ（３５質量％）、ＳｉＯ２（３０質量％）、Ａｌ２Ｏ３（７．５質量％）、Ｎａ

２Ｏ（５質量％）、Ｆ（５質量％）を主成分とする基材粒子を用意した。この基材粒子は
、後述する実施例１～７及び比較例１～４において共通である。
【００５５】
　基材粒子及び炭化物粒子を混合することにより、実施例１～７であるモールドフラック
スを作製した。実施例１～７のモールドフラックスは、カーボンブラック粒子を含有して
いない。また、実施例１～７において、溶融後のモールドフラックスの凝固点は１０００
℃であり、１３００℃でのモールドフラックスの粘度は１．５ｐоｉｓｅであった。
【００５６】
　実施例１では、平均粒径Ｒが２００μｍである基材粒子と、平均粒径ｒが５μｍである
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炭化物粒子（ＳｉＣ）を用いた。炭化物粒子（ＳｉＣ）の含有量は０．５質量％（外数）
とした。ここで、平均粒径比ｒ／Ｒは０．０２５であった。
【００５７】
　実施例２では、平均粒径Ｒが２００μｍである基材粒子と、平均粒径ｒが５μｍである
炭化物粒子（ＳｉＣ）を用いた。炭化物粒子（ＳｉＣ）の含有量は５質量％（外数）とし
た。ここで、平均粒径比ｒ／Ｒは０．０２５であった。
【００５８】
　実施例３では、平均粒径Ｒが２００μｍである基材粒子と、平均粒径ｒが５μｍである
炭化物粒子（ＳｉＣ）を用いた。炭化物粒子（ＳｉＣ）の含有量は１０質量％（外数）と
した。ここで、平均粒径比ｒ／Ｒは０．０２５であった。
【００５９】
　実施例４では、平均粒径Ｒが２００μｍである基材粒子と、平均粒径ｒが５μｍである
炭化物粒子（ＴｉＣ）を用いた。炭化物粒子（ＴｉＣ）の含有量は５質量％（外数）とし
た。ここで、平均粒径比ｒ／Ｒは０．０２５であった。
【００６０】
　実施例５では、平均粒径Ｒが２００μｍである基材粒子と、平均粒径ｒが２０μｍであ
る炭化物粒子（ＳｉＣ）を用いた。炭化物粒子（ＳｉＣ）の含有量は５質量％（外数）と
した。ここで、平均粒径比ｒ／Ｒは０．１００であった。
【００６１】
　実施例６では、平均粒径Ｒが２００μｍである基材粒子と、平均粒径ｒが２０μｍであ
る炭化物粒子（ＳｉＣ）を用いた。炭化物粒子（ＳｉＣ）の含有量は１０質量％（外数）
とした。ここで、平均粒径比ｒ／Ｒは０．１００であった。
【００６２】
　実施例７では、平均粒径Ｒが５００μｍである基材粒子と、平均粒径ｒが５０μｍであ
る炭化物粒子（ＳｉＣ）を用いた。炭化物粒子（ＳｉＣ）の含有量は５質量％（外数）と
した。ここで、平均粒径比ｒ／Ｒは０．１００であった。
【００６３】
　一方、比較例１では、平均粒径Ｒが２００μｍである基材粒子と、カーボンブラック粒
子を混合することにより、モールドフラックスを作製した。比較例１のモールドフラック
スは炭化物粒子を含有しておらず、カーボンブラック粒子の含有量は３質量％（外数）と
した。比較例１では、炭化物粒子を用いていないため、平均粒径比ｒ／Ｒを求めていない
。
【００６４】
　比較例２では、平均粒径Ｒが２００μｍである基材粒子と、カーボンブラック粒子と、
平均粒径ｒが１００μｍである炭化物粒子（ＳｉＣ）を混合することにより、モールドフ
ラックスを作製した。ここで、カーボンブラック粒子の含有量は３質量％（外数）とし、
炭化物粒子（ＳｉＣ）の含有量は５質量％（外数）とした。また、平均粒径比ｒ／Ｒは０
．５００であった。
【００６５】
　比較例３では、平均粒径Ｒが２００μｍである基材粒子と、平均粒径ｒが５０μｍであ
る炭化物粒子（ＳｉＣ）を混合することにより、モールドフラックスを作製した。比較例
３の平均粒径比ｒ／Ｒは０．２５０であった。
【００６６】
　比較例４では、平均粒径Ｒが２００μｍである基材粒子と、平均粒径ｒが１００μｍで
ある炭化物粒子（ＳｉＣ）を混合することにより、モールドフラックスを作製した。比較
例４の平均粒径比ｒ／Ｒは０．５００であった。比較例３，４のモールドフラックスはカ
ーボンブラック粒子を添加していなく、炭化物粒子（ＳｉＣ）の含有量は１０質量％（外
数）とした。
【００６７】
　実施例１～７及び比較例１～４のそれぞれのモールドフラックスを用いて鋳造実験を行
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うことにより、各モールドフラックスの浸炭性と溶融層の厚みの肥大化を評価した。ここ
で、モールドフラックスが過剰に溶融してしまうと、溶融層の厚みが肥大化することにな
る。
【００６８】
　浸炭性の評価では、まず、転炉での精錬、還流式真空脱ガス装置での処理及び合金添加
により、低炭アルミキルド鋼（平均炭素濃度０．０２質量％）を溶製し、幅が１２００ｍ
ｍであって、厚みが１５０ｍｍであるスラブに鋳造した。浸炭性の評価を行いやすくする
ために、浸炭しやすい条件で鋳造を行った。具体的には、オシレーションストロークを通
常よりも大きい１５ｍｍとした。また、鋳造速度は３．５ｍ／ｍｉｎとし、オシレーショ
ンサイクルは３００回／分とした。
【００６９】
　鋳造した鋳片について、浸炭が最も発生しやすくなるオシレーションマーク（谷部）の
炭素濃度を測定し、この炭素濃度に基づいて浸炭の有無を評価した。具体的には、鋳片の
表層（表面から２ｍｍ以内の部分）から切粉を生成し、この切粉を燃焼させたときに発生
するＣＯガス及びＣＯ２ガスの質量（すなわち、炭素濃度）を炭素・硫黄分析装置によっ
て測定した。測定した炭素濃度が閾値（０．０５質量％）よりも低いときには浸炭が発生
していないと評価し、炭素濃度が閾値（０．０５質量％）以上であるときには浸炭が発生
していると評価した。
【００７０】
　一方、溶融層厚みの肥大化については、目視によって粉体層（図３参照）が消失したか
否かによって評価した。すなわち、粉体層が消失したときには、溶融層厚みの肥大化が発
生したと評価し、粉体層が消失していないときには、溶融層厚みの肥大化が発生していな
いと評価した。
【００７１】
　下記表１には、上述した実施例１～７及び比較例１～４の内容と、鋳片の浸炭性及び溶
融層厚みの肥大化の評価結果を示す。
【００７２】
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【表１】

【００７３】
　実施例１～７のモールドフラックスについては、溶融層厚みの肥大化が発生していなか
ったため、溶融速度の調整に問題が無く、溶融速度が適正範囲内であることを確認した。
また、実施例１～７のモールドフラックスは、カーボンブラック粒子を含有していないた
め、鋳片には浸炭が発生しなかった。
【００７４】
　比較例１のモールドフラックスについては、溶融層厚みの肥大化が発生していなかった
ため、溶融速度が適正範囲内であることを確認したが、カーボンブラック粒子が含有して
いるために、鋳片に浸炭が発生した。比較例２のモールドフラックスについても、溶融層
厚みの肥大化が発生していなかったため、溶融速度が適正範囲内であることを確認したが
、カーボンブラック粒子が含有しているために、鋳片に浸炭が発生した。
【００７５】
　比較例３，４のモールドフラックスはカーボンブラック粒子を含有していないため、鋳
片には浸炭が発生しなかった。しかし、比較例３，４のモールドフラックスについては、
溶融層厚みの肥大化が発生したため、溶融速度を適正範囲内に維持できていないことを確
認した。
【００７６】
　上記表１によれば、カーボンブラック粒子を含有しなくても、平均粒径比ｒ／Ｒを０．
１００以下とすることにより、モールドフラックスの溶融速度を適正範囲内に調整するこ
とができた。また、カーボンブラック粒子を含有していないため、鋳片に浸炭が発生する
ことを防止できた。
【００７７】
　なお、本実施例では、炭化物粒子としてＳｉＣ又はＴｉＣを用いているが、Ｂ、Ａｌ、
Ｚｒ又はＶの炭化物で形成された粒子であっても、本実施例と同様の効果が得られること
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は自明である。すなわち、従来、炭化物粒子としては、Ｓｉ又はＴｉの炭化物だけでなく
、Ｂ、Ａｌ、Ｚｒ又はＶの炭化物も用いられており、本発明の特徴は、上述したように平
均粒径比ｒ／Ｒを所定範囲内（０．１００以下）としたことにある。この点を考慮すれば
、Ｂ、Ａｌ、Ｚｒ又はＶの炭化物で形成された粒子を用いても、本実施例と同様の効果が
得られることは自明である。

【図１】

【図２】

【図３】
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